
 

生まれたばかりの頃は，母親からの抗体（免疫）があるため，かぜなどをひきにくいのですが，赤ちゃん 

自身の免疫が未熟なので，感染症にかかってしまうと重症化しやすくなります。母親からの免疫は，数か月で

なくなってしまいます。したがって，生後２～３か月を過ぎた頃から，さまざまな感染症にかかりやすくなり

ます。 

一度感染症にかかると免疫を獲得し抵抗力がつくため，以後，その感染症にかかりにくくなります。免疫を

獲得する作用を利用したのが「予防接種」です。 

 

 予防接種の目的：感染症にかかる前にワクチンによって免疫をつけ，感染症にならない

ようにしたり，かかっても重症化するのを防いだりします。 
 
予防接種法に基づく予防接種の一覧とスケジュール例 （出生後～7歳 6か月まで）（４月１日現在） 

 

☆任意予防接種（料金が必要です） ※必ずではありませんが，できるだけ受けるようにしましょう。 
・ロタウイルス・・・・・・・生後６週以降，４週以上の間隔で計２回と，計３回の２種類のワクチンがあります。 
・おたふくかぜ・・・・・・１２か月以降 １～２回 ※保育所など集団生活に入る子は早めに 
・インフルエンザ・・・・・生後６か月以降 2～4週間隔 2回（毎年）※１０月後半から流行期前に 
 
【生】ワクチン ・・・・・・・生きた病原体を弱めて作った予防接種  
【不活化】ワクチン・・・・病原体を殺菌し，免疫を作るために必要な成分だけを取り出して作った予防接種 
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 保育所（園）・幼稚園における感染症発生時には，６歳以上を対象とした学校保健安全法に準じた登園（所）基準で 

対応することとされていました。しかし，幼少で感染症に対する抗体保有率も低く，予防接種も不完全な保育所（園）・幼稚園

児には予防・管理の面で十分ではないと考えられ，呉市地域保健対策協議会 小児保健検討小委員会で改訂され，次のよう

に分けられました。 

※① 『登園(所)許可書が必要なもの』   ※② 『保護者が登園(所)届を記入するもの』  ※③ 『どちらも不要なもの』 
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医師に集団生活に支障がないと診断され，医師に記入してもらい登園する。 

 

・インフルエンザ（A・B）・百日咳・麻疹（はしか）・流行性耳下腺炎（おたふくかぜ）・風疹（三日

はしか）・水痘（みずぼうそう）・咽頭結膜炎（プール熱）・アデノウイルス咽頭炎・扁桃炎・結核・

溶連菌感染症・腸管出血性大腸菌感染症・感染性胃腸炎（ノロ・ロタ等）・流行性角結膜炎・マイコ

プラズマ肺炎（異型肺炎）・ＲＳウイルス感染症・ヒトメタニューモウイルス感染症・帯状疱疹 

登園（所）許可書 

            

医師の診断を受け，保護者が記入し登園する。 

・手足口病 ・ヘルパンギーナ 

登園（所）許可書につい
て 

２ 登園（所）届（保護者記入） 

 

・伝染性紅斑(リンゴ病)・伝染性軟属腫（みずいぼ）・伝染性膿痂疹（とびひ） 

・突発性発疹・アタマジラミ・疥癬
かいせん

 

 

どちらも不要 

ほけんだよりは，くれ子育てねっとの子育て支援サービスでもご覧になることができます。 

ＵＲＬ http://www.kure-kosodate.com/ 
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